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社会福祉法人 戸田市社会福祉協議会 

職員採用試験(令和８年８月実施) 

（採用予定：令和 8 年 10 月 1 日 正規職員） 

受 験 案 内 

 

 

問い合わせ先：社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 地域福祉課 総務係 

住所 〒335-0022  埼玉県戸田市大字上戸田５番地の６ 

（戸田市福祉保健センター内２階） 

電話 ０４８（４３４）５２６６ 

 

 

◆試験日程 

 ◇１次試験（筆記試験） 令和 8 年 8 月 8 日（土） 

              

 

 ◇２次試験（面接試験） 令和 8 年 8 月 29 日（土） 

 

 

 

◆受付期間  令和 8 年 6 月 8 日（月） ～ 令和 8 年 7 月 13 日（月） 
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1 採用職種  社会福祉法人戸田市社会福祉協議会職員（正規職員） 

          地域福祉の推進等に関わる企画・立案・実施、調整、相談援助、 

資金貸付、総務・経理等の事務、障害者支援施設等各種施設の運営 

等、また、成年後見制度中核機関事業、重層的支援体制整備事業等 

の業務に携わる職員を募集します。 

 

※これらの業務全般に関わっていきます。各部署に異動の可能性があ 

ります。 

 

2 採用予定人員  1 名 

 

3 採用予定日   令和 8 年 10 月 1 日 

 

4 受験資格 

次の⑴～⑸の全ての要件を満たす人 

⑴社会福祉、地域福祉の推進、住民・地域の関係者との協働に熱意のある人若しくは 

そうした仕事に意欲のある人 

⑵平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

 ※長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年層の募集、採用とします。 

⑶大学、短期大学、専門学校を卒業した人 

⑷入職後、社会福祉協議会の法人運営及び事業実施に関する知識習得に向け自己研鑽 

の意欲がある人 

⑸令和 8 年 10 月 1 日から勤務可能な人 

 

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ①日本国籍を有しない人 

  ②成年被後見人又は被保佐人（民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号） 

附則第 3 条第 3 項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む）         

  ③禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

  ④地方公共団体又は社会福祉法人等において、懲戒免職等の処分を受け、当該処分の 

日から２年を経過しない人 

⑤日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他 

の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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５ 受験申込手続き 

 ⑴申込受付 

方 法 ①郵送の場合 簡易書留で郵送  

②持参の場合 受験者本人に限る 

期 間 令和 8 年 6 月 8 日（月）～ 令和 8 年 7 月 13 日（月）必着 

上記期間内の、月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）、 

8：30～12：00、13：00～17：00 

提出先 

（場所） 

〒335-0022 戸田市大字上戸田５番地の６ 

戸田市福祉保健センター内２階 

社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 地域福祉課 総務係 

 

  ※過去に実施した本会職員採用試験を受験した方についても、再度受験することは可 

能です。あらためて申込書等の書類を揃え、申込ください。ただし、複数回不採用 

または選考外となった人は応募できません。 

 

※書類不備の場合は受け付けません。なお、理由を問わず、書類不備や期間内に不到 

達のため申込不受理となっても、本会は責任を負いません。 

なお、令和 8 年 7 月 23 日（木）までに受験票が返送されない方は、問い合わせく 

ださい。 

 

 ⑵提出書類 ※自筆記入、PC 作成いずれも可 

  ①申込書及び受験票 

（本会ホームページからダウンロード又は事務局において配付） 

・申込書には、最近 6 カ月以内に撮影した上半身脱帽正面向きの写真（タテ４㎝× 

ヨコ３㎝）を必ず貼付してください。 

②履歴書 

 ・市販用紙で写真貼付できるものを使用してください。写真は申込書と同様に貼付 

してください。 

  ③卒業証明書及び成績証明書 

・最終学歴の卒業証明書及び成績証明書各１通（いずれも原本に限る） 

  ④資格証明書の写し等 

・社会福祉士、介護支援専門員、看護師、簿記などの資格を有する人は、その資格 

証明書の写しを提出してください。 

  ⑤返信用封筒 １通（受験票送付用） 

・長形３号の封筒に、受験者の郵便番号、住所、氏名を記入し、110 円切手を貼付 

し、同封してください。 
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6 試験内容等 

⑴１次試験（筆記試験） 

 ◇試験日 令和 8 年 8 月 8 日（土） 

  ・受   付     ： 午前 9 時 30 分 ～ 午前 9 時 50 分 

・試   験     ： 午前 10 時 00 分 ～ 午後 1 時 00 分（予定） 

①事務能力試験（50 分） 

②小論文   （60 分） 

    ③適性試験  （35 分） 

※各試験の間に、休憩時間を設けながら実施します。試験の進行状況により、 

終了時間が若干変更となる場合があります。 

 

  ◇試験内容 

・事務能力試験  職務を遂行するうえでの具体的な処理能力を測定する試験 

・小論文     文章による表現力、福祉への理解力、課題に対する思考力など 

を見るため、福祉に関するテーマについて記述していただきま 

す。※テーマは試験時に提示します。 

   ・適性試験    性格診断検査 

 

◇試験会場 戸田市立心身障害者福祉センター（戸田市川岸２－４－８） 

 

 ⑵１次試験結果通知 

   令和 8 年 8 月 21 日（金）までに受験者全員に郵送で通知します。 

   １次試験合格者の方には、２次試験のご案内を併せてお知らせします。 

 

 ⑶２次試験（面接試験） 

  ◇試験日 令和 8 年 8 月 29 日（土） 

その他の詳細については、⑵の２次試験のご案内にてお知らせします。 

 

◇試験会場 戸田市立心身障害者福祉センター（戸田市川岸２－４－８） 

 

 ⑷最終結果通知 

  ◇令和 8 年 9 月上旬予定 

   ２次試験受験者全員に郵送で結果を通知します。 

  

⑸試験に際しての注意事項 

  ①１次試験当日は、筆記用具(鉛筆又はｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ)、消しゴムを必ず持参してください。 

  ②受付時間に遅れた場合は、原則受験できません。 

  ③再試験は行いません。各試験に欠席した場合は不合格となります。 

  ④試験中は、携帯電話、スマートフォン等通信機器の使用はできません。 
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 ⑹その他 

   身体の障害やケガのため、車いす使用等受験時の配慮を必要とされる方は、受験申 

込をされる前にあらかじめ地域福祉課総務係（048-434-5266）まで申し出てください。 

 

7 勤務条件等 

 令和 8 年 4 月 1 日現在 

⑴勤務場所（いずれかの勤務場所に配属になる可能性があります） 

 ①社会福祉協議会本部（戸田市大字上戸田 5-6） 

 ②心身障害者福祉センター、福祉作業所もくせい園（戸田市川岸 2-4-8） 

 ③ボランティア・市民活動支援センター（戸田市上戸田 1-18-1） 

 ④新曽地域包括支援センター（戸田市新曽南 3-1-5） 

⑵契約期間：期間の定めなし  

⑶勤務時間：原則として午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（うち 60 分休憩時間あり） 

 ⑷休  日：土曜日、日曜日及び祝日並びに 12 月 29 日から翌 1 月 3 日 

 ⑸休  暇：年次有給休暇、病気休暇、介護休暇、出産・結婚・夏季・子の看護等の各 

特別休暇、育児休業等があります。 

 ※配属課所によっては、上記⑶⑷と異なった勤務時間、休日が適用(変則勤務等)になる 

場合があります。 

 ⑹時間外労働：あり（月平均 15 時間） 

 ⑺給  与 

①初任給（地域手当を含む） 

最終学歴 月 額 備  考 

大 学 卒 ２４８，１６０円 ・初任給は、職務経験等の経歴に応じて加算

される場合があります。 短期大学、

専門学校卒 

２３４，４１０円 

 ※この初任給は、令和 8 年 4 月 1 日現在の本会給与規程のものです。 

 ※採用されるまでに給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 

②諸手当：期末・勤勉（賞与 令和 7 年度実績 年間 4.65 月分）、扶養、通勤、住居、 

超過勤務等の手当が支給要件に応じて支給されます。 

※年齢３５歳で、大学卒業後、継続して福祉職の経験がある場合の月額給与（例） 

   ３３７，７００円（地域手当を含む） 

 ⑻加入保険：雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 

 ⑼受動喫煙防止措置：敷地内禁煙 

⑽そ の 他：社会福祉法人戸田市社会福祉協議会職員就業規程の規定により、採用の日 

から６カ月間は試用期間となり、その試用期間を良好な成績で勤務した場 

合に正式に採用されます。 

 ⑾運  転：業務において自動車の運転をしていただきます。 
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８ その他 

⑴ 受験資格を満たしていないことや受験申込書・履歴書等の記載事項に不正が判明し 

た場合には、合格を取り消すことがあります。 

 ⑵ 傷病等により職務に支障があると認められる場合は、採用されないことがあります。 

 ⑶ 全ての科目を受験しなかった場合、選考中に退場となった場合及び辞退した場合に 

は、いずれも不合格とします。 

⑷ 提出書類に係る個人情報は、職員採用試験の実施以外の目的には一切使用いたしま 

せん。 

⑸ 提出された書類は、一切お返しできませんので御了承ください。 

⑹ 試験結果に対する問合せには応じられませんので御了承ください。 

 

９ 問い合わせ先 

  社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 地域福祉課 総務係 

  〒335-0022 戸田市大字上戸田５番地の６（戸田市福祉保健センター内２階） 

  電話 ０４８－４３４－５２６６ 


